
＜参考＞適時開⽰に係る社内体制図

取締役会決議

・決定事実

法務部⾨にて適時開⽰の判定

情報取扱責任者(コーポレートデザイン本部⻑)の承認

代表取締役社⻑の承認
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報告 報告

報告 報告

付議

公表

公 表
・法務部⾨ ＴＤｎｅｔ送信
・ＩＲ部⾨ 対外公表窓⼝

・発⽣事実

当社各部⾨・グループ会社

公表


